
 

令和３年度  事業計画 
１． 基 本 方 針 

昨年から世界的に感染拡大している新型コロナウィルスは現在も収束の見通し

は立たず、消費者の外出を控える動きが広がっていることなどから、国内消費の落

ち込み等経済活動への深刻な影響が続いており、予断を許さない状況となってい

ます。 

他方、全国的に少子高齢化が進展する中で、働く意欲のある誰もが年齢に関係な

くその能力を発揮し、活躍できる環境整備が求められたことから、「高年齢者雇用

安定法」が改正され、６５歳までの雇用確保（義務）に加え、６５歳から７０歳ま

での就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務が新設さ

れました。（2021年 4月 1日施行） 

現在、人手不足により高齢者の労働力が強く求められており、就業を通じて高齢

者福祉の増進、医療費や介護給付費の削減に大きく寄与するシルバー人材センタ

ー事業の重要性と地域社会からの期待はますます大きなものとなっています。 

当センターにおいては会員の減少と高齢化が長年進んでおり、地域社会からの

ニーズへの十分な対応が懸念されると同時に、高齢化に対応した新たな就業の開

拓が課題となっております。本年度も、前年度に引き続き、当センターの安定的な

財政、事業運営を図るために「会員の拡大」「就業機会の拡大」を最重要課題とし

て取り組んでまいります。 

室蘭市シルバー人材センターは、安全就業を第一とし、事業目標達成のため役員、

事務局が一体となって事業推進に取り組んでまいります。 

 

２．事業実施計画 

（１） 事業の普及啓発と就業機会の拡大 

① 会報「ふれあい」の年３回の定期発行、ポスター・パンフレット等の随時発行、

ホームページの更新、市広報「むろらん」への掲載依頼や、報道機関への情報提

供などを通じて、シルバー事業の普及啓発に努めます。 

  ② 役職員及び会員が一体となり、事業の普及啓発の訪問活動・パンフ配布などを

計画的に実施し、就業機会の拡大を図ります。 

③ 全国統一の「普及啓発促進月間」の１０月には、事業普及啓発の多様な広報活 

動を展開するとともに、「‘2021 シルバー・フェスティバル」を開催します。 



  ④ 社会貢献活動として「ボランティア活動日」を定め、公共施設等の清掃・草刈 

り作業を実施する他、多様な社会奉仕活動に取り組みます。 

  ⑤ 介護保険制度改正に伴う「介護予防・日常生活支援事業」には、市の協議体に 

   参加するなかで、センターとしてどのような対応ができるかを検討してまいりま 

   す。 

  ⑥ 一般労働者派遣事業については、就業機会拡大に繋がるよう派遣先企業の拡大 

   に努めます。 

  ⑦ 室蘭市や商工会議所等との連携を進め、新たな就業機会の創出に取り組みます。 

（２） 会員の増強と知識・技能の向上 

  ① 会員の口コミ勧誘、役職員及び会員による店舗前・街頭におけるパンフレット 

等の配布や報道機関などを通した啓蒙宣伝による新入会員の増強を図ります。 

② 入会希望者に対し毎月定期に説明会を開催するほか、随時に相談・説明の機会 

 を設け、シルバー事業に対する理解と協力と会員の入会に努めます。 

③ 女性会員の加入を進め、福祉・家事援助サービスや子育て支援等の就業拡充を 

 図ります。 

④ 就業に対する知識・技能の向上のため、各種講習会・研修会を計画的に開催し、 

 会員の資質向上と就業機会の拡大に繋げる。 

  ⑤ 「会員継続確認書」の全会員の提出を求め、会員の意向を調査・把握し、会員 

   の就業機会確保につなげていくこととします。 

（３） 安全就業対策の推進と健康増進 

  ① 事故防止と安全確保は、シルバー事業推進に当っての基本であり、最優先で取 

   り組む課題であることを全会員が再認識し、一丸となって事故防止に努めます。 

② 就業前の危険予知活動の実施と相互確認によって会員相互が、安全と事故防止 

 に取り組みます。 

また、仕事の依頼を受ける際に、新型コロナウイルスの地域での感染状況を踏 

まえつつ、事業の重要性、緊急性、安全性等を総合的に勘案して受注の可否を判 

断することとなりますが、最優先すべきは会員の安全の確保であり、少しでも安 

全面で迷う状況があれば受注しないこととします。 

③ 安全委員・役員等による安全パトロールを定期的に行うとともに、全会員対象 

   に「安全宣言大会」を開催し、安全意識の徹底と不安全行為の防止を期します。 

④ 全国統一の「安全・適正就業強化月間」に向けて、安全委員による安全啓発の 

 ビラの配付、安全標語の募集などを行い、安全意識の高揚に努めます。 



⑤ 高齢者による自動車事故が多発していることから、就業途上の事故防止を図る 

 ため交通安全講習を開催します。 

⑥ 健康管理は安全就業の第一歩という認識をもって健康診断の受診を奨励しま 

 す。 

（４） 組織の機能強化推進と事務局体制の充実 

  ① 地域班や職群班の組織を強化するとともに、地区別懇談会を開催して会員と事 

務局との意思疎通を図り会員意向の把握に努めます。 

  ② センターの機能を強化するため、事務局の業務執行体制の強化を進めながら、

職員を上部団体等で行われる各種研修会・講習会に派遣し、能力及び資質の向上

を図ります。 

  ③ 会員の参画による事務局業務の改善を進め、事務局体制の効率化を図ります。 

  ④ 会員の福利厚生施策として、規程に基づき、会員慶弔事業を行います。 

  ⑤ 会員が主体となって実施することができる福利厚生事業について、組織・運営 

   方法等を検討してまいります。 

（５） 室蘭市中小企業センター・胆振地方男女平等参画センターの管理運営 

 両施設の管理運営については、施設の設置目的に沿い、基本協定書の委託契約

を遵守し、指定管理者としての責任と主体性をもって、適正な管理運営に努めま

す。 

（６） 創立４０周年記念事業の実施 

    当センターは、令和３年４月２８日をもって、創立４０周年を迎えますが、現

在の会員数や財政状況を踏まえた記念事業を実施します。 

（７） 関係機関・団体との連携強化 

    当センターと関わりの深い、北海道及び室蘭市、室蘭公共職業安定所をはじめ、 

全シ協、道シ連等の関係機関・団体との連携を密にし、事業の円滑な推進に努め

ます。 

 

３．事 業 目 標 

  令和３年度は、次に掲げる事業目標の達成を目指し、会員・役職員が一丸となっ

て取り組むこととします。 

   １．会員数         ５００人 

   ２．受注契約金額  １７０，０００千円 

   ３．就業延日人員   ３５，０００人日 

   ４．就業率        ８２．０％ 


